
ソフトウエア導入に関する経理・税務処理のポイント
https://www.bizclip.ntt-west.co.jp

 

税理士が語る、経営者が知るべき経理・総務のツボ（第42回）

ソフトウエア導入に関する経理・税務処理のポイント
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働き方改革を実行するため、生産性の向上に努める中小企業経営者の方も多いでしょう。その手段の1つとして、売上管理
ソフトや顧客管理ソフトといった生産性の向上に寄与するソフトウエアの導入があります。今回は、自社が利用する目的でソ
フトウエアを導入した際の経理・税務処理について確認しておきます。

ソフトウエアの税務上の取り扱いは？

税務上、ソフトウエアとはコンピューターを動かすプログラムのことを意味します。広い意味では、プログラムが処理するデー
タも含まれます。コンピューター自体や周辺機器など目に見える機器をハードウエアと呼ぶのに対し、ソフトウエアは目で見
ることができないものです。

ソフトウエア自体は具体的な形がないので税務上は無形固定資産となり、固定資産税はかかりません。購入した場合、ソフ
トウエア本体の購入代金だけでなく、自社で使えるようにするための設定費用やカスタマイズした際の費用が発生した場合
も、取得価額として取り扱われます。

今まで使っていたシステムを新システムにバージョンアップする費用は、将来の収入獲得または支出削減が確実と認めら
れる場合には資産として計上し、それ以外の場合には損金として処理します。

損金処理と減価償却について

ソフトウエア１つの取得価額が10万円未満の場合は、事業年度に損金として処理します。青色申告を行っている中小企業
は、30万円未満まで全額を損金に算入できる特例があります。この特例の1事業年度の総額は300万円までになっています
。

単年度に損金処理をするのではなく、減価償却をする場合、その期間は、ソフトウエア開発や研究目的でなければ5年間
です。10万円以上20万円未満の場合には、3年間に3分の1ずつ損金計上する一括償却資産として均等償却も選択できま
す。ただし、2年以内に売却や廃棄などをした場合でも、3年にわたって償却しなければならないので注意が必要です。

消費税控除と短期前払費用を活用してみては

ソフトウエア購入時に支払った消費税は、購入した事業年度に仕入税額を全額控除することができます。

パッケージとして購入するのではなく、料金を月払いや年払いするサブスクリプションモデルでソフトウエアを利用することも
あると思います。その場合、月支払いであれば損金処理ができます。年払いの場合、支払った日から1年以内に提供を受
けるものであれば短期前払費用となり、同じく損金処理することが可能です。

サーバーやクラウド上でソフトウエアを動作させている場合は… 続きを読む
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